
●
交
通
災
害
共
済
制
度

一
人
ひ
と
り
が
わ
ず
か
な
掛
金
を
出
し

合
い
、交
通
事
故
に
遭
わ
れ
た
方
に
、

見
舞
金
を
お
く
る
た
め
、県
内
市
町
が

構
成
し
て
い
る
共
済
制
度
で
す
。

●
加
入
で
き
る
方

日
野
町
に
住
民
登
録
を
さ
れ
て
い
る

方
、ま
た
は
町
内
に
在
勤
、在
学
し
て

い
る
方

※
他
市
町
で
加
入
さ
れ
る
方
は
、重
複
し
て

加
入
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
加
入
手
続
き

配
布
し
て
い
ま
す
申
し
込
み
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
の
う
え
、掛
金
を
添
え

て
各
区
長
・
町
代
さ
ん
へ
申
し
込
み
を

し
て
い
た
だ
く
か
、住
民
課
生
活
環
境

交
通
担
当
へ
直
接
申
し
込
み
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
共
済
期
間

平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
30
年

３
月
31
日
ま
で
の
１
年
間（
４
月
１
日

以
降
に
申
し
込
み
を
さ
れ
た
場
合
は
、

そ
の
翌
日
か
ら
平
成
30
年
３
月
31
日

ま
で
）

●
対
象
と
な
る
事
故

国
内
の
一
般
道
路
上
で（
道
路
と
し
て

機
能
し
て
い
る
場
所
、不
特
定
多
数
の

方
が
出
入
り
で
き
る
駐
車
場
な
ど
）自

動
車・バ
イ
ク・自
転
車
等
の
運
転
中
に

発
生
し
た
交
通
事
故
ま
た
は
、こ
れ
ら

の
車
両
に
よ
る
交
通
事
故
。

※
飲
酒
運
転
、無
免
許
運
転
、そ
の
他
故
意
ま

た
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
場
合
に
は
災
害
見

舞
金
は
支
給
で
き
ま
せ
ん
。

●
交
通
災
害
共
済
見
舞
金
の

　

請
求
と
期
間

請
求
は
、加
入
者
証
、見
舞
金
請
求
書

（
様
式
は
住
民
課
生
活
環
境
交
通
担

当
に
あ
り
ま
す
）と
印
鑑
、医
師
の
診

断
書
、交
通
事
故
証
明
書
を
お
持
ち

の
う
え
、住
民
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ

い
。請
求
期
間
は
交
通
事
故
に
遭
わ
れ

た
日
か
ら
２
年
以
内
で
す
。

詳
し
く
は
住
民
課
生
活
環
境
交
通
担

当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

家
族
そ
ろ
っ
て
加
入
し
ま
し
ょ
う

問
い
合
わ
せ
先 

◆ 

住
民
課 

生
活
環
境
交
通
担
当 

☎
０
７
４
８-

５
２-

６
５
７
８

◆
年
間
掛
金 
一
人 

５
０
０
円　

◆
通
院
１
日
か
ら
見
舞
金
２
万
円
支
給

～
交
通
災
害
共
済
は
、２
月
か
ら
申
込
み
を
受
付
し
ま
す
～

 

学
校
体
育
施
設
開
放
事
業

町
内
の
小
・
中
学
校
の
体
育
館
、

格
技
場
を
開
放
し
て
い
ま
す

交
通
災
害
共
済
事
業
の

廃
止
に
つ
い
て

入
っ
て
い
ま
す
か
？

自
転
車
保
険

町
で
は
学
校
の
教
育
に
支
障
の
な
い
範

囲
で
体
育
館
・
格
技
場
を
登
録
団
体
に
開

放
し
、ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
場
と
し
て
ご
利

用
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

平
成
29
年
度
に
年
間
を
通
じ
て
利
用

を
希
望
さ
れ
る
団
体
は
、使
用
者
登
録
申

請
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
登
録
で
き
る
団
体

日
野
町
在
住
、在
勤
さ
れ
て

い
る
10
人
以
上
で
、定
期
的

に
継
続
的
に
使
用
さ
れ
る
団
体
。

●
登
録
手
続
き

教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
課
に

団
体
の
使
用
者
登
録
申
請
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。名
簿
・
印
鑑
を
忘
れ

ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
４
月
か
ら
使
用
を
希
望
さ
れ
る
団
体
は
、

２
月
17
日（
金
）ま
で
に
使
用
者
登
録
申
請
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
申
請
書
は
生
涯
学
習
課
窓
口
に

あ
り
ま
す
。

●
使
用
料
金︵
照
明
を
利
用
し
た
場
合
︶

１
回
５
０
０
円（
時
間
制
限
な
し
）、他

団
体
と
１
時
間
以
上
使
用
が
重
な
っ
た

場
合
は
２
５
０
円
。

◆
提
出・問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局 

生
涯
学
習
課

☎
０
７
４
８-

５
２-

６
５
６
６

昭
和
43
年
よ
り
運
営
さ
れ
て
き
た
交

通
災
害
共
済
で
す
が
、平
成
29
年
度
の
募

集
を
最
終
年
度
と
し
、交
通
災
害
共
済
事

業
が
廃
止
と
な
り
ま
す
。

な
お
、災
害
共
済
見
舞
金
の
請
求
に
つ
い

て
は
、共
済
加
入
期
間
中
に
交
通
事
故
に

遭
わ
れ
、医
師
の
治
療
を
受
け
ら
れ
た
場
合

は
、従
来
ど
お
り
交
通
事
故
発
生
日
よ
り

２
年
以
内
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
交
通
災
害
共
済
組
合
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先
◆

滋
賀
県
市
町
村
交
通
災
害
共
済
組
合

☎
０
７
７-

５
２
４-

４
６
１
０

滋
賀
県
で
は
平
成
28
年
２
月
26
日
に

「
滋
賀
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利

用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
」が
施
行
さ
れ
、

平
成
28
年
10
月
１
日
よ
り
自
転
車
利
用

者
の
損
害
賠
償
保
険
の
加
入
が
義
務
化

さ
れ
ま
し
た
。

県
外
で
は
自
転
車
で
の
加
害
事
故
で

１
億
円
近
く
の
賠
償
が
あ
っ
た
事
例
も
あ

り
ま
す
の
で
、自
転
車
を
利
用
さ
れ
る
方

は
必
ず
保
険
や
共
済
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。
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国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
を
口
座
振
替
等
で
前

納（
納
期
未
到
来
分
を
ま
と
め
て
納
付
）す

る
と
、保
険
料
の
割
引
が
あ
り
ま
す
。

平
成
29
年
４
月
分
か
ら
、保
険
料
の
２
年

前
納
、１
年
前
納
、６
个
月
前
納
の
い
ず
れ

か
を
希
望
さ
れ
る
場
合
、ま
た
は
、振
替
方

法
の
変
更
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、平
成

29
年
２
月
末
ま
で
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。

手
続
き
は
、国
民
年
金
保
険
料
口
座
振

替
納
付(

変
更)

申
出
書
、金
融
機
関
の
届

出
印
、通
帳
を
ご
持
参
の
上
、口
座
振
替
を

希
望
す
る
金
融
機
関
機
構
草
津
年
金
事
務

所
で
お
願
い
し
ま
す
。な
お
、口
座
振
替
の

手
数
料
は
不
要
で
す
。

現
在
、口
座
振
替
を
利
用
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
に
前
納
の
手
続
き
を
さ
れ
た
方

は
、引
き
続
き
決
め
ら
れ
た
期
日
に
前
納

分
が
口
座
振
替
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、平
成
29
年
４
月
よ
り
現
金
で
の

２
年
前
納
制
度
も
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。希

望
さ
れ
る
場
合
は
２
月
末
ま
で
に
草
津
年

金
事
務
所
ま
た
は
住
民
課
保
険
年
金
担
当

窓
口
ま
で
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

み
ん
な
で
支
え
合
う
国
民
健
康
保
険

え
た
分
を
高
額
療
養
費
と
し
て
返
還
し
ま

す
。な
お
、入
院
な
ど
に
よ
り
医
療
費
が
高

額
に
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
場
合
は
、

事
前
に「
限
度
額
認
定
証
」の
交
付
を
受
け

る
こ
と
で
、１
医
療
機
関
ご
と
の
医
療
費
の

負
担
を
限
度
額
ま
で
に
と
ど
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

療
養
費

医
師
が
治
療
上
必
要
と
認
め
た
コ
ル

セ
ッ
ト
な
ど
の
補
装
具
を
作
っ
た
と
き
、保

険
証
を
持
た
ず
に
治
療
を
受
け
た
と
き
な

ど
、一
時
的
に
医
療
費
を
全
額
負
担
し
た

場
合
に
、保
険
負
担
分（
７
～
９
割
）の
払
い

戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
を
利
用
し
た
と
き
、入
院
や
転
院
等
の

移
送
に
費
用
が
か
か
っ
た
と
き
な
ど
も
給

付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。詳
し
く

は
住
民
課
保
険
年
金
担
当
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
で
は
、病
院
で
の
医
療

費
負
担
の
ほ
か
に
も
様
々
な
給
付
が
あ
り

ま
す
。

今
回
は
、国
保
で
受
け
ら
れ
る
給
付
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

出
産
育
児
一
時
金

被
保
険
者
が
出
産
し
た
と
き
に
、出
生

児
一
人
に
つ
き
４
０
４
千
円（
産
科
医
療

補
償
制
度
に
加
入
し
て
い
る
医
療
機
関
は

４
２
０
千
円
）が
支
給
さ
れ
ま
す
。出
産
費

用
を
一
時
的
に
立
て
替
え
る
こ
と
が
難
し

い
場
合
は
、出
産
し
た
医
療
機
関
へ
支
払

う
直
接
支
払
い
制
度
が
利
用
で
き
ま
す
。

葬
祭
費

被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
、葬
祭
を

行
う
人（
＝
喪
主
）に
５
万
円
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

高
額
療
養
費

１
か
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
高

額
に
な
り
、限
度
額
を
超
え
た
場
合
、超

国
保
で
受
け
ら
れ
る

給
付
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す

問
い
合
わ
せ
先 
◆ 
住
民
課 

保
険
年
金
担
当 

☎
 ０
７
４
８-

５
２-

６
５
７
１

問い合わせ先◆草津年金事務所 ☎077-567-2220（国民年金課） 住民課 保険年金担当 ☎0748-52-6571

振替内容 保険料 割引額

2年前納 4月分から翌々年3月分の保険料を4月末に振替 377,310円／2年 15,690円(2年)

1年前納 4月分から翌年3月分の保険料を4月末に振替 191,030円／1年 4,090円(1年)

6ヶ月前納 4月分から9月分の保険料を4月末に、10月分
から翌年3月分の保険料を10月末に振替 96,450円／6ヶ月 1,110円(6ヶ月)

早割制度 毎月の保険料を当月末に振替 16,210円／1ヶ月 50円(1ヶ月)

翌月振替 毎月の保険料を翌月末に振替 16,260円／1ヶ月 割引なし

参考：口座振替を利用した場合の保険料額【平成28年度(1ヶ月16,260円)の場合】

口
座
振
替
等
に
よ
る
前
納
が
大
変
お
得
で
す

〜
お
申
し
込
み
は
２
月
末
ま
で
に
〜
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